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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期

決算年月 2021年９月 2022年９月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 (千円) 3,022,641 2,791,296 2,680,382 2,785,774 2,940,221

経常利益又は経常損失(△) (千円) 36,714 △60,807 △73,554 △6,056 64,291

当期純利益又は当期純損失(△) (千円) 13,056 △94,395 △22,806 △28,375 38,040

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － － － －

資本金 (千円) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

発行済株式総数 (株) 14,436,600 14,436,600 14,436,600 14,436,600 14,157,780

純資産額 (千円) 1,156,249 1,061,853 1,039,046 1,010,671 1,048,709

総資産額 (千円) 1,491,845 1,352,642 1,440,757 1,285,082 1,364,760

１株当たり純資産額 (円) 81.67 75.00 73.39 71.39 74.07

１株当たり配当額
(円)

－ － － － －

(内１株当たり中間配当額) (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益又は１株当

たり当期純損失(△)
(円) 0.92 △6.67 △1.61 △2.00 2.69

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 77.5 78.5 72.1 78.6 76.8

自己資本利益率 (％) 1.1 － － － 3.7

株価収益率 (倍) 121.7 － － － 33.9

配当性向 (％) － － － － －

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 49,308 △79,660 48,460 △117,881 75,640

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △14,174 16,611 130,008 28,680 15,493

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △20,004 △20,004 △17,904 △18,750 △1

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 548,948 465,911 626,478 518,524 609,657

従業員数
(人)

19 16 16 21 20

(外、平均臨時雇用者数) (146) (141) (120) (115) (111)

株主総利回り (％) 115.5 94.8 94.8 84.5 112.4

（比較指標：配当込みTOPIX） (％) (127.5) (118.4) (153.7) (179.2) (217.8)

最高株価 (円) 178 122 123 100 166

最低株価 (円) 89 90 90 59 66

(注)１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。
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３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第35期及び第39期においては潜在株式が存在しないた

め、第36期、第37期及び第38期においては１株当たり当期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

４．第36期、第37期及び第38期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

５．第36期、第37期及び第38期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

６．配当性向については、第36期、第37期及び第38期においては当期純損失を計上しているため、第35期及び第39期

においては、無配当のため記載しておりません。

７．最高株価及び最低株価は2022年４月４日より東京証券取引所スタンダード市場におけるものであり、それ以前に

ついては東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

８．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第36期の期首から適用しており、

第36期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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２【沿革】

年月 事項

1987年１月 現取締役会長樽見茂が埼玉県越谷市弥栄町において、有限会社篠崎屋食品(資本金3,000千円)を

設立し、スーパーマーケットへの卸売を開始

1988年１月 春日部工場を埼玉県春日部市赤沼に新設

1989年10月 天然にがりを用いた絹ごし豆腐を製造開始

1995年10月 株式会社篠崎屋に商号及び組織変更(資本金10,000千円)

本社を埼玉県春日部市赤沼へ移転

1997年９月 庄和工場を埼玉県春日部市芦橋に新設

1999年８月 小売店「三代目茂蔵工場直売所」第１号店(春日部工場前店)を埼玉県春日部市に出店

2000年８月 小売店「三代目茂蔵工場直売所」FC第１号店(藤塚店)を埼玉県春日部市に出店

2000年10月 有限会社篠崎屋豆腐販売の営業の全てを営業譲受

外食店「三代目茂蔵」直営第１号店(せんげん台店)を埼玉県越谷市に出店

2001年３月 外食店「三代目茂蔵」FC第１号店(朝霞店)を埼玉県朝霞市に出店

2002年６月 本社機構を埼玉県越谷市千間台西第一千間台ビル（現　本社ビル）に移転

2003年８月 松伏工場を埼玉県北葛飾郡松伏町に新設

2003年10月 梅田工場を埼玉県春日部市に新設

2003年11月 東京証券取引所マザーズ市場に上場

2004年12月 業務用食材の卸売事業を展開する株式会社ミズホを子会社化

2005年１月 当社FCオーナーに対する金融サービスを提供するため、有限会社ラッキー・ドリームを子会社化

（2005年４月に株式会社ドリーム・キャピタルへ改組）

2005年３月 小山工場を栃木県小山市に新設

春日部工場を小山工場に統合のため閉鎖

梅田工場及び庄和工場を小山工場に統合のため休止

2005年４月 乾麺等食材の製造販売事業を展開する白石興産株式会社を関連会社化

2005年８月 中華レストランを展開する株式会社大秦を関連会社化

2005年10月 アイスクリームの製造販売事業を展開する株式会社ドナテロウズジャパンを子会社化

茨城県常総市に所在する、豆腐等を生産する水海道工場を株式会社天狗より取得

 シュウマイ・ギョーザ等中華惣菜の製造販売事業を展開する楽陽食品株式会社を子会社化

 株式会社大秦の株式を追加取得し子会社化

2005年12月 昆布巻・煮豆等の製造販売事業を展開する株式会社サッポロ巻本舗を子会社化

2006年２月 群馬県甘楽郡下仁田町に所在する、こんにゃく等を生産する下仁田工場を株式会社天狗より取得

2007年１月 株式会社ドリーム・キャピタルの全株式を売却したため、連結の範囲から除外

2007年３月 松伏工場を水海道工場に統合のため閉鎖

茨城県かすみがうら市に所在する、豆腐等を生産するかすみがうら工場を飯村商事株式会社より

取得

2007年５月 株式会社ドナテロウズジャパンが第三者割当による増資を実施し、持株比率が変動したため、連

結の範囲から除外

2007年10月 株式会社大秦の全株式を売却したため、連結の範囲から除外

2008年６月 白石興産株式会社の全株式を売却したため、持分法の適用範囲から除外

2008年12月 楽陽食品株式会社の全株式を売却したため、連結の範囲から除外

 株式会社ミズホ及び株式会社サッポロ巻本舗の全株式を売却したため、持分法の適用範囲から除

外

2009年２月 下仁田工場を休止

 かすみがうら工場を水海道工場及び小山工場に統合のため休止

2011年10月 水海道工場及び小山工場の２工場における生産を全て外部の協力企業に委託

2015年２月 東京証券取引所市場第二部に市場変更

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第二部からスタンダード市場へ移行

2022年12月 水海道工場を売却
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３【事業の内容】

　当社は、主に豆腐・豆乳等大豆加工食品及び関連商品の企画・開発・販売、小売加盟店に対する販売指導等を中心

とした豆腐版SPAを行っております。

　なお、次の２部門は「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分

と同一であります。

(1) 小売事業

 店舗名「三代目茂蔵」の直営店による小売事業を行っております。2025年９月30日現在、30店舗を展開しており

ます。

 

(2) その他事業

　店舗名「三代目茂蔵」の加盟店への卸売事業及び販売指導等、業務用得意先への卸売事業並びに通販事業を行っ

ております。

 

当社の事業の系統図は、次のとおりであります。

 

 

４【関係会社の状況】

　該当事項はありません。
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５【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

    (2025年９月30日現在)

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

20 （111） 43.0 10.8 4,644

 

セグメントの名称 従業員数（人）

小売事業 13 (108)

その他事業 － (1)

報告セグメント計 13 (109)

全社（共通） 7 (1)

合計 20 (111)

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー）は（　）内に１人１日８時間換算による年間の

平均人員を外書きで記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

 

(2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

当事業年度

管理職に占める女性労働
者の割合（％）
　　　（注）１．

男性労働者の育児休業取
得率（％）
　　　（注）２．

労働者の男女の賃金の差異（％）
（注）１、３

全労働者 正規雇用労働者 パート・有期労働者

00.0 00.0 33.7 56.5 100.1

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したも

のであります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の

規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」

（平成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものでありま

す。

３．労働者の男女の賃金の差異について、次のとおり補足説明いたします。

・役職、年齢、勤続年数等の属性が同じ男女間では、賃金の差異はありません。

・「正規雇用労働者」について、管理監督者に占める男性の割合が高いこと、多様な働き方としての短時間

労働を選択する女性が多いことから、賃金の差異が生じております。現在当社では、女性管理職比率の向

上を図ると共に、さらなる多様な働き方が選択できるように、取り組みを進めております。

・「パート・有期労働者」について、女性が占める割合が高く、短時間労働を選択する女性が多いことか

ら、賃金の差異が生じております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 経営方針及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当社は、「１．全ての事に感謝します。２．全ての事に正直でいます。３．全ての事にあきらめず挑戦します。

４．全ての事を大切にします。５．全ての事のルールを守ります。」を全従業員の行動規範とし、経営理念・経営方

針として「よりいいものをより安く」提供することを通じて、全ての人の生きていくための糧となり、全ての人の健

康と幸せに貢献することを使命とし、常に消費者としての感覚を忘れず、消費者にとって価値のある商品づくり、人

づくり、店づくりを目指しております。また、持続的・安定的な成長を図ることを経営の重要課題であると認識し、

着実に推し進めるべく、以下の課題に取り組んでおります。

 

①　収益力向上

　当社は、製造小売（豆腐版SPA）事業に全ての経営資源を集中し、事業拡大を推進しております。「三代目茂

蔵」のブランド力を高め、消費者に支持されるべく当社オリジナルの新商品開発や既存商品のリニューアルを積極

的に行うとともに、販売力の強化として、既存店舗のリニューアル改装や新規店舗の出店及び新規業態開発を行

い、当社の持続的・安定的な成長を図ってまいります。

 

②　人材の確保・育成

　当社の持続的・安定的な成長を実現させるためには、必要な人材を十分に確保し、育成していくことが、重要な

課題であると認識しております。多様な働き方を推奨し、適正な評価を行うことで優秀な人材を確保し、従業員の

教育・能力の開発に積極的に取り組んでまいります。

 

③　コンプライアンス体制の強化

　当社は社会的責任を果たすべく、また、当業界を取り巻く消費者の安全・安心志向がより高まる中、全社的にコ

ンプライアンス体制を整備強化していくことが、注力すべき課題と考えております。そのために単なる整備強化に

止まらず、ひとりひとりの意識をより高め、社会的責任を果たせるコンプライアンス体制を確立してまいります。

 

(2) 経営環境及び経営戦略等

　食品業界におきましては、原材料価格の高騰や労働力不足に伴う人件費の上昇など厳しい経営環境が続く中、業界

の先行きは不透明感が強まっています。

　このような状況のなか、当社の経営戦略の根幹である、「よりいいものをより安く」消費者に提供し続けることに

より、強固な収益基盤と成長を実現していくため、①消費者に価値を感じていただきながら適正な利益を確保するた

めの販売チャネル（製造小売モデル）を拡大すること、②消費者のニーズに合った、またニーズを喚起できる商品を

たゆまなく開発していくこと、以上を中長期的な経営戦略における主要テーマとして注力し、小売事業による販売

チャネルを一層拡大することで、より幅広い購買者層に当社ブランドの認知度を向上させ、収益基盤をより強固なも

のとし、持続的な成長を実現し企業価値向上を図ってまいります。

 

(3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当社は、拡大成長が見込まれる小売事業に経営資源を集中させることで収益の最大化に向けて邁進しており、持続

的・安定的な経営を実現させるため、重要な経営指標として本業の儲けに対してその効率性を示す売上高営業利益率

を重視し５％以上を目標としております。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

(1）ガバナンス

　当社では、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めておらず、サステナビリティ関連のリスク及び機会を

監視し、及び管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続等の体制をその他のコーポレート・ガバナンスの体

制と区別しておりません。

　詳細は、「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等（1）コーポレート・ガバナンスの

概要」をご参照ください。

 

(2）重要なサステナビリティ項目

　　当社は食を通じ持続可能な社会への責任を果たし、人々の豊かな生活を目指しております。

　　当社の考える豊かな生活とは、まずは健康であると考えております。豆腐（大豆）商品を中心に雑穀などを多様

に取り入れた弁当などの商品を提供し、毎日の食生活をサポートいたします。

　　次に経済的な負担の軽減であると考えております。企業努力により「よりいいものをより安く」のテーマに取り

組み、消費者の生活をサポートいたします。

　　最後は会話をする楽しみです。高年齢社会の現代において、通販とは違い実際に店舗で商品に触れ、販売員との

会話を楽しむ事により心の豊かさをサポートいたします。また、当社販売員についても積極的に高年齢者の採用を

行っております。

 

(3）戦略

①　フードロスの軽減

　店舗においては食品を売り切る指導を行っております。

　賞味期限の近い商品やその日の天候の変化などによる外部状況を敏速に判断しお手頃価格での販売をし、フー

ドロス低減に取り組んでおります。

　また「てまえどり」POPを提示しお客様へのフードロス低減の取り組みを目指しております。

　製造企業様に対しては、製造の関係上に発生する発注数の誤差が出た商品に関しては積極的に買い取り、製造

企業様での食品ロスの軽減を目指しております。

　また各企業様から出るアウトレット商品も積極的に買い取り、弊社の加工技術により商品化しフードロスの低

減を目指しております。

②　DE＆I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）

　多様性を認め合え、人材の能力を最大限活かし、すべての従業員がやりがいを持って働くことができるように

し、事業を成長させ職場環境の改善や各種制度の改善に努めます。

 

(4）リスク管理

　当社では、現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連のリスク管

理における詳述な記載はいたしません。

　　現状のリスク管理は、コーポレート・ガバナンスの範疇と体制にて行われており、詳細は、「第４　提出会社の

状況　４　コーポレート・ガバナンスの状況等（1）コーポレート・ガバナンスの概要」、及び「コーポレート・

ガバナンス報告書（2024年12月25日付、東京証券取引所提出）」をご参照ください。

 

(5）指標及び目標

　当社では、上記「(3）戦略」に記載した人材の多様性の確保や育成及び社内環境整備について、有給取得率70％

を目標に掲げており、当事業年度の実績は70.1％となっております。
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３【事業等のリスク】

　以下において、当社の経営成績、今後の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な

事項を記載しております。なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場

合の対応に努める方針であります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末（2025年９月30日）において当社が判断したものであります。

 

(1) 今後の事業戦略及び出店施策

　当社は、お客様に「よりいいものをより安く」提供し、高品質な商品を適正価格で販売するという設立以来の事業

方針に基づき、今後も全社において小売事業を積極的に進めてまいります。出店ロケーションを分散してはおります

が、既存業態及び新規業態の条件に見合う物件がない場合には出店は行わないため、当社の業績に影響を及ぼす可能

性があります。

 

(2) 消費者の嗜好の変化について

　当社が取扱う商品は、消費者の嗜好の変化による影響を受けやすく、特に食料品の分野においては消費者の嗜好の

変化のスピードが早まっており、消費者の需要動向にあった商品開発が行われなかった場合、当社の業績に影響を及

ぼす可能性があります。

 

(3) 原材料価格の高騰に関するリスク

　当社商品の主要原材料は、大豆などの農産物であり、また包材については石油製品を使用しており、その価格は市

場の状況により変動いたします。今後、異常気象や原油価格の高騰等、予測困難な問題により原材料価格が上昇した

場合、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4) 債権管理について

　当社は、取引先や小売加盟店に対しての売上債権や売上金の保全に努めますが、当該取引先又は小売加盟店が経営

不振等に陥った場合、当該取引先や小売加盟店から売上債権や売上金が回収できない場合が想定されます。また、直

営店舗につきましては敷金・保証金等の保全に努めますが、当該店舗賃貸者等が経営不振に陥った場合、敷金・保証

金等の回収ができない場合が想定され、それらの結果、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

(5) 特定の取引先への依存度について

　当社は、年間仕入総額の36.4％を株式会社ハギワラから仕入れております。株式会社ハギワラは、主要な協力工場

のひとつであり、当社の工場における生産を全て委託しております。

　今後、同社との売買条件が変更になった場合、同社との契約更新が円滑に進まなかった場合等、何らかの理由で同

社からの仕入につき支障が生じた場合には、当社の店舗運営や業績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) 当社の管理体制について

　当社が今後業容を拡大していく際、併せて内部管理体制も強化・充実させていく必要があります。しかし、当社の

事業の拡大や人員の増強に対して、適切かつ十分な組織的対応ができるか否かは不透明であり、その結果、当社の事

業遂行及び拡大に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7) 食品衛生の安全管理について

　当社の事業の多くは、「食品衛生法」の規制を受けており、監督官庁より営業許可を取得しております。当社で

は、食品販売における衛生管理の重要性に鑑み、法定の食品衛生検査をはじめ、食品衛生責任者の設置、害虫駆除の

定期的実施等により、安全な商品を顧客に提供するため衛生管理を徹底しております。

　しかしながら、食中毒等の衛生問題が発生した場合、当社において損害賠償の請求を受けたり、商品回収による損

失や費用の発生及び当社のブランドイメージ低下による売上の減少等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。
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(8) 災害等の発生による影響について

　当社は事業の特性上、売上高の基となる顧客数が天候及び気温に左右される傾向にあります。従って猛暑・厳冬等

の異常気象が発生した場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

　また、当社は、関東地方を中心に事業を展開しており、地震・洪水等の自然災害・事故等の発生した場合には被害

を被る可能性があり、その被害の程度によっては、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。加え

て、取引先の工場・倉庫・輸送手段等が被災し、商品供給が影響を受ける可能性があり、その被災の程度によって

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(9) 労務関連のリスク

　当社は、多くのパートタイム従業員が業務に従事しておりますが、今後の人口態様の変化により、適正な労働力を

確保できない可能性があるほか、社会保険、労働条件に係わる諸制度に変更がある場合、人件費の増加となり、当社

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(10)情報リスクについて

　当社は、店舗及び事務所等において、ネットワークを構築し、営業・財務・個人データ等の様々な会社情報をコン

ピューター管理しております。ＩＴ統制・ＩＴ業務管理規程等を設けて、厳正な情報管理を実施しておりますが、犯

罪行為やネットワーク障害、情報の漏洩・流出及びシステムの破壊・破損の発生等により営業活動に支障が生じた場

合は、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

　当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の

概要は次のとおりであります。

 

①経営成績の状況

　当社は、消費者にとって価値のある商品づくり、人づくり、店づくりを目指し、「よりいいものをより安く」提供

し、「三代目茂蔵」のブランド力を強化・確立することで、売上高及び利益の向上を図ってまいります。

　当事業年度において、商品につきましては、引き続き「健康」をキーワードに「茂蔵オリジナル商品」を強化して

まいりましたが、物価高騰の今後の対策として、顧客単価の向上を第一に取り組んでまいりました。

　当事業年度の売上高は2,940,221千円（前事業年度比5.5％増）、営業利益は59,089千円（前事業年度は営業損失

9,349千円）、経常利益は64,291千円（前事業年度は経常損失6,056千円）、当期純利益は38,040千円（前事業年度は

当期純損失28,375千円）となりました。

 

　セグメント別の業績は次のとおりであります。

 

（小売事業）

　当セグメントにおいては「よりいいものをより安く」をコンセプトに「三代目茂蔵」ブランドのクオリティ向上を

推し進めております。 当事業年度におきましては、引き続き「健康」をキーワードに「茂蔵オリジナル商品」の開

発強化をすすめ健康ブランド向上に努めました。具体的には弁当類・菓子類等を中心に店頭商品を最重要商品と位置

づけ顧客単価向上に努めてまいりました。

　これらにより１店舗平均の顧客数は前事業年度比98.8％となるも、顧客単価は価格見直しにより同108.6％となり

ました。

　店舗につきましては、リモート会議にて販売スタッフと情報共有を徹底することにより１店舗あたりの生産性向上

を目指しました。

　以上の結果、小売事業の売上高は2,611,268千円（前事業年度比5.6％増）となりました。セグメント利益（営業利

益）につきましては、継続して商品単価の見直し等を行った効果もあり、196,210千円（前事業年度比51.3％増）と

なりました。

 

（その他事業）

　その他事業は、小売加盟店及び業務用得意先への卸売事業並びに通販事業であります。

　その他事業の売上高は328,952千円（前事業年度比5.0％増）、セグメント利益（営業利益）は17,985千円（前事

業年度比11.0％増）となりました。

 

　なお、当事業年度の出店状況は、次のとおりであります。

（単位：店）

 
前事業年度末

店舗数
増加 減少

当事業年度末

店舗数

小売事業 「三代目茂蔵」（直営店） 30 － － 30

その他事業 「三代目茂蔵」（加盟店） 392 20 23 389

合計 422 20 23 419
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②財政状態の状況

ａ．資産

当事業年度末における資産の残高は、前事業年度末と比較して79,678千円増加し1,364,760千円となりまし

た。これは主に、現金及び預金の増加91,132千円、有形固定資産の増加11,363千円及び長期未収入金の減少

37,608千円等によるものであります。

ｂ．負債

当事業年度末における負債の残高は、前事業年度末と比較して41,639千円増加し316,050千円となりました。

これは主に、未払金の増加22,373千円、買掛金の増加14,967千円等によるものであります。

ｃ．純資産

当事業年度末における純資産の残高は、前事業年度末と比較して38,038千円増加し1,048,709千円となりまし

た。これは、当期純利益の計上38,040千円等によるものであります。

 

③キャッシュ・フローの状況

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度と比較して91,132千円増加し

609,657千円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、75,640千円（前事業年度は117,881千円の支出）となりました。これは主に、

増加要因として税引前当期純利益の計上51,142千円、仕入債務の増加による増加額14,967千円、減少要因としてた

な卸資産の増加による減少額8,524千円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は、15,493千円（前事業年度は28,680千円の収入）となりました。これは主に、増

加要因として、長期未収入金の回収による収入37,608千円、敷金及び保証金の回収による収入435千円等、減少要

因として、有形固定資産の取得による支出22,534千円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、1千円（前事業年度は18,750千円の支出）となりました。これは自己株式取得

による支出1千円によるものであります。

 

④生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

　当事業年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　セグメントの名称

当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

前年同期比(％)

小売事業(千円) 243,234 90.9

その他事業(千円) 6,699 503.6

合計(千円) 249,934 92.9

(注)　金額は、製造原価で記載しております。

 

EDINET提出書類

株式会社　篠崎屋(E00515)

有価証券報告書

12/62



ｂ．仕入実績

　当事業年度の仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

前年同期比(％)

小売事業(千円) 1,534,819 104.1

その他事業(千円) 268,542 103.6

合計(千円) 1,803,362 104.0

(注)　金額は、仕入価格で記載しております。

 

 

ｃ．受注実績

　該当事項はありません。

 

ｄ．販売実績

　当事業年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称

当事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

前年同期比(％)

小売事業(千円) 2,611,268 105.6

その他事業(千円) 328,952 105.0

合計(千円) 2,940,221 105.5

(注)　販売実績総額に対する割合が、100分の10以上に該当する相手先はありません。

 

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

　当社の当事業年度の財政状態及び経営成績の状況は「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。

　「小売事業」におきましては、引き続き「健康」をキーワードに「茂蔵オリジナル商品」の開発強化をすすめ健康

ブランド向上に努めました。具体的には弁当類・菓子類等を中心に店頭商品を最重要商品と位置づけ顧客数向上に努

めて参りました。

　これらにより１店舗平均の顧客数は前事業年度比98.8％となるも、顧客単価は価格見直しにより同108.6％となり

ました。

　今後も価値のある商品づくりを目指し、「三代目茂蔵」でしか購入することのできない、「茂蔵オリジナル商品」

を中心に専門性が高く高付加価値商品の開発を強化し、新規顧客の獲得及び買上点数の増加を図り、売上高を確保し

てまいります。

 

　「その他事業」におきましては、売上高は前事業年度比5.0％増となっております。加盟店店舗数は前事業年度よ

り３店減少しましたが、大型施設出店先の新規取引により、減少した既存店舗の売上減を補いました。

　今後も当社の加盟店出店基準に照らし合わせたうえで、積極的に出店を行っていく予定です。また、通販事業の売

上高につきましては、「Yahoo！ショッピング」及び「Amazon」への出店を行っており前事業年度比18.1％減となり

ました。通販事業は今後、取扱い商品数の増加やセット商品の提供などの見直しを行い、売上高の増加に努めてまい

ります。
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②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

　当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要　③キャッシュ・

フローの状況」をご参照下さい。

　当社の資金需要の主なものは、商品の仕入れ、販売費及び一般管理費に係る運転資金、新規出店及び既存店舗のリ

ニューアル改装に係る設備投資であります。

　資金につきましては、主に営業活動によって得られる資金によって賄い、必要な都度、主に金融機関から調達する

方針であります。

 

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この

財務諸表を作成するにあたり重要となる会計方針については、「第５　経理の状況　１　財務諸表等　注記事項（重

要な会計上の見積り）」をご参照下さい。

 

④経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等の進捗状況

　当社は、重要な経営指標として売上高営業利益率５％以上を目標としております。

　原材料価格の高騰による仕入価格の上昇の影響がありましたが、売上高は前事業年度と比較して154,446千円増加

（5.5％増）、売上総利益は106,220千円増加し、売上総利益率は前事業年度の28.3％から30.5％と2.2ポイント上昇

しました。販売費及び一般管理費は前事業年度と比較して37,781千円増加し、売上高に対する比率は前事業年度の

28.7％から28.4％と、0.3ポイント低下しました。これらより当事業年度の売上高営業利益率は2.0％となり、前事業

年度の△0.3％から2.3ポイント上昇いたしました。引き続き、売上高営業利益率５％以上を目指してまいりますが、

まずは黒字化の継続を目標に、収益力の向上と経営効率の改善に努めてまいります。

 

５【重要な契約等】

　該当事項はありません。

 

６【研究開発活動】

　特記すべき事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当事業年度に実施いたしました設備投資の総額は、33,154千円であります。

　その主なものは、小売事業「三代目茂蔵」直営店の既存店リニューアル改装等によるものであります。

 

２【主要な設備の状況】

　2025年９月30日現在における主な事業所の設備、帳簿価額並びに従業員の配置状況は、次のとおりであります。

事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額（千円）

従業員数
(人)建物及び

構築物

機械及び
装置及び
車両運搬
具

工具、器
具及び備
品

土地
(面積㎡)

合計

本社

(埼玉県春日部市)

全社

遊休 - - -
11,913

(275.74）
11,913 -

本社機構

(埼玉県越谷市)
本社業務設備 1,483 0 1,793 - 3,276 11

小山工場

（栃木県小山市）
賃貸物件 13,375 - -

172,694

(8,869.60)
186,069 -

製造部門

（埼玉県越谷市）
製造設備 3,228 918 946 - 5,092 1

その他 遊休資産ほか - 0 0
5,362

（394.71）
5,362 -

松伏店他5店

(埼玉県)

小売事業

店舗設備 154 - 1,182 - 1,337 -

北千住店他12店

(東京都)
店舗設備 12,674 - 5,187 - 17,861 7

大船店他9店

(神奈川県)
店舗設備 0 - 710 - 710 -

船橋店

(千葉県)
店舗設備 568 - 0 - 568 1

合計 31,483 918 9,820
189,970

(9,540.05)
232,193 20

(注)１．本社は登記上の本店所在地ですが、実際の本社業務は本社機構で行っております。

２．小山工場の建物及び構築物並びに土地につきましては、外部協力会社に賃貸しております。

３．本社機構、小売事業の店舗につきましては、建物を賃借しております。

４．本社機構、小売事業の店舗における建物及び構築物は、賃借物件に係る内装設備であります。

５．「その他」の土地は、庄和工場(遊休)土地(埼玉県春日部市394.71㎡)5,362千円であります。

６．従業員数は、臨時雇用者を含んでおりません。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000,000

計 50,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株)
(2025年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2025年12月15日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 14,157,780 14,157,780
東京証券取引所

(スタンダード市場)

単元株式数

100株

計 14,157,780 14,157,780 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

　2025年８月29日

　(注)
△278,820 14,157,780 － 1,000,000 － 120,340

（注）自己株式の消却による減少であります。

 

（５）【所有者別状況】

       （2025年９月30日現在）

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
(株)

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数(人) － 1 16 25 23 26 5,546 5,637 －

所有株式数

（単元)
－ 46 8,269 8,662 6,645 1,290 116,631 141,543 3,480

所有株式数の

割合(％)
－ 0.03 5.84 6.12 4.69 0.91 82.40 100.00 －

（注）　「株主数」の「計」の欄には単元未満株式のみ所有の株主数は含めておりません。単元未満株式のみを所有す

る株主数は301名です。
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（６）【大株主の状況】

  （2025年９月30日現在）

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合(％)

樽見　茂 千葉県南房総市 3,029,900 21.40

篠崎屋取引先持株会 埼玉県越谷市千間台西１-13-５ 503,200 3.55

株式会社鈴木物産 東京都足立区鹿浜８-18-２ 373,000 2.63

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２-６-21 356,500 2.51

川瀬　英司 埼玉県和光市 356,000 2.51

株式会社ハギワラ 東京都足立区六木４-３-19 350,000 2.47

篠崎屋役員持株会 埼玉県越谷市千間台西１-13-５ 321,800 2.27

樽見　登美子 千葉県南房総市 289,000 2.04

滝澤　武朗 千葉県柏市 246,600 1.74

BARCLAYS CAPITAL SECURITIES

LIMITED（常任代理人バークレイ

ズ証券株式会社）

1 CHURCHILL PLACE CANARY WHARF LONDON E14 5HP

UNITED KINGDOM（東京都港区六本木６-10-１)
213,000 1.50

計 － 6,039,000 42.65

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    （2025年９月30日現在）

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式(自己株式等)  － － －

議決権制限株式(その他)  － － －

完全議決権株式(自己株式等)  － － －

完全議決権株式(その他) 普通株式 14,154,300 141,543 －

単元未満株式 普通株式 3,480 － －

発行済株式総数  14,157,780 － －

総株主の議決権  － 141,543 －

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 20 1,620

当期間における取得自己株式 － －

（注）　当期間における取得自己株式には、2025年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

　　　による株式は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 278,820 40,897,620 － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に

係る移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他

（－）
－ － － －

保有自己株式数 － － － －

（注）当期間における取得自己株式には、2025年12月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式は含まれておりません。

 

３【配当政策】

　当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題とし、利益配分につきましては、配当原資を確保したうえで、業

績及びその時点での経営状況に応じた成果の配分を配当として実施することを目指すとともに、将来の事業展開に備

えて財務体質の強化を図ることを基本方針としております。

　内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び将来の事業展開への投資に充当してまいりたいと考えておりま

す。

　なお、当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この期末配当の決定機関は株

主総会であります。また当社は「取締役会の決議によって、毎年３月31日を基準日として中間配当をすることができ

る。」旨を定款に定めております。

　当事業年度の期末配当につきましては、配当原資となる利益剰余金がマイナスとなっていることから、誠に遺憾な

がら無配とさせていただきます。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は「いいものを安く」をモットーに高品質な商品を適正価格で販売し、人々の健康と幸せな生活を支え

る、社会貢献のできる企業であり続けることを企業理念として掲げ、企業価値を継続的に向上させるために、

コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題としております。

　当社は透明性の高い情報開示を行い、多くのステークホルダーの理解を得て、法令や開示ルールに従うだけで

はなく、社会への貢献や市場の要請に応えて、企業の社会性を重視し、消費者、株主、取引先、従業員等のス

テークホルダーの利益の拡大を図ることをコーポレート・ガバナンスの基本的な考えとしております。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ．コーポレート・ガバナンス概要図

ロ．企業統治の体制の概要

ａ．当社の取締役会は、取締役４名（うち社外取締役１名）で構成され、代表取締役社長　関根雅之を議長と

し、毎月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。構成員につきまし

ては、（２)役員の状況　①　役員一覧　をご参照下さい。取締役会では、当社の経営に関わる重要事項

の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行っております。取締役会は、当社として

達成すべき目標を明確化するとともに、業績や事業を取り巻く環境の変化を定期的に報告させ、各取締役

の業務執行を監督しております。

ｂ．当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、常勤監査役１名、社外監査役２名で構成され、常勤監査

役　沼嵜昭宏を議長とし、毎月の定例監査役会のほか、取締役会をはじめとする重要会議への出席、業務

及び財産の状況調査、常勤監査役による代表取締役や各取締役との対話を通じて、経営に対する監視を

行っております。構成員につきましては、（２)役員の状況　①　役員一覧　をご参照下さい。
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ｃ．当社は、代表取締役直轄の組織として2004年12月に内部監査部１名を設置しております。内部監査部は、

監査役会への出席等、監査役会と連携を図るとともに、内部監査部として法令、諸規程の遵守状況の調査

及び指導、その他契約書の精査等を通じてリスクマネジメントに努めております。

ハ．前項記載の企業統治の体制を採用する理由

　当社は、経営の意思決定機能と、取締役による業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことにより、

経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。さらに取締役会に対する十

分な監視機能を発揮するために、社外監査役２名は、それぞれ高い専門性を有し、その専門的見地から的確な

経営監視を行っております。また、社外監査役２名はそれぞれ、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係

その他の利害関係において、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立性を有するため選任して

おります。これらの体制により、監査役会設置会社として十分なコーポレート・ガバナンスを構築しておりま

す。

 

③　内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

　当社は、内部統制システムの適切な構築・運用が業務執行の公正性及び効率性を確保するのに重要な経営課題

であるとの認識から、2006年５月15日開催の取締役会において内部統制システム構築に関する基本方針を決定し

推進しております。

イ．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　倫理規程、コンプライアンス管理規程を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し統括責任者に

管理グループ長を選任し、その指揮の下、全社的コンプライアンス体制の構築及び向上を推進しております。

また、コンプライアンスを当社のあらゆる企業活動の前提とすることを、取締役及び使用人が自らの問題とし

て捉え、職務を執行するよう教育・研修を実施しております。

　内部監査部門は、各部門の職務執行に係るコンプライアンスの状況を監査し、これらの活動は定期的に取締

役会及び監査役会に報告されるものとしております。

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

　取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程の定めに従い、文書又は電磁的媒体に記録し保存するととも

に、取締役及び監査役が、必要な情報を速やかに入手できる体制を整備しております。

ハ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、組織横断的リスク状

況の監視並びに全社的対応は管理グループが行い、各部門所管業務に付随するリスク管理は部門担当者が行う

こととし、規則・ガイドラインの制定、教育・研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとしており

ます。また、内部監査部門は各部署ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会に報告するものと

しております。

　新たに生じたリスクについては、速やかに当該リスクに対する管理体制の整備を行うものとしております。

ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、各業務担当取締役は、当該目

標の達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含めた効率的な達成の方法を定めるものと

しております。業務運営の結果については、取締役会において定期的に検証・分析され、効率化を阻害する要

因の排除・低減策の実施を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務効率化を実現するシステム

の構築及び改善を図るようにしております。

ホ．当社における業務の適正を確保するための体制

ａ．当社における内部統制の構築を目指し、当社の内部統制に関する各担当部署を定めるとともに、部門間で

の内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制の

構築を推進しております。

ｂ．当社取締役は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有しておりま

す。

ｃ．内部監査部門は、当社の内部監査を実施し、その結果をａ．の各担当部署及びｂ．の責任者に報告し、

ａ．の担当部署は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行うものとしておりま

す。
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ヘ．監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにそ

の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、必要に応じて、監査役と協議の上、同使

用人を配置することができるものとしております。この場合、監査役より監査業務に必要な命令を受けた当該

使用人は、その命令に関して取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないものとし、また、当該使用人の任

命・解任、評価、人事異動、賃金の改定等については、監査役の同意を得た上で決定するものとしておりま

す。

ト．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに報告したこと

を理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

　取締役又は使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実

施状況等につき、速やかに報告するものとしております。また、監査役に報告したことを理由に、当該報告を

行った者に対し不利な扱いをすることを禁止しております。

チ．監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の

執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとしております。

リ．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役と代表取締役との間で、随時意見交換を実施するとともに、必要に応じ各業務担当取締役及び重要な

使用人からの意見聴取の機会を設けるものとしております。

 

④　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役、監査役及び会計監査人監査法人アヴァンティアとは、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。

 

⑤　役員等賠償責任保険契約の内容の概要

　当社は、当社の取締役及び監査役を被保険者とした、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保

険契約を締結しており、被保険者である役員が、その職務の執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場

合の損害賠償金及び争訟費用等が当該保険にて填補されます。ただし、法令違反であることを認識して行った行

為に起因する損害賠償請求については、填補されないなど、一定の免責事由があります。なお、当該契約の保険

料は全額当社が負担しております。

 

⑥　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社は、倫理規程において、暴力団対策法等の趣旨に則り、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で立ち

向かい、一切の関係を遮断することを遵守事項として定めております。

 

⑦　取締役の定数

　当社の取締役は７名以内とする旨定款に定めております。

 

⑧　取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投

票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑨　株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項

イ．自己の株式の取得

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、経営環境の変化に対応した、より機動的な資本政策を遂行で

きるように、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。

ロ．中間配当

　当社は、会社法第454条第５項の規定により、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議に

よって毎年３月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
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⑩　株主総会の特別決議要件

　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の

議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目

的とするものであります。

 

⑪　取締役会の活動状況

　当事業年度において当社は取締役会を月１回以上開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとお

りであります。

氏名 開催回数 出席回数

樽見　茂 18回 17回

関根　雅之 18回 18回

矢立　実 18回 17回

永田　淳一 18回 18回

　取締役会における具体的な検討内容として、法令、定款及び取締役会規程で定められた経営上の重要な意思決

定や、四半期決算の承認、業務体制の審議・監督等を行いました。また、各事業部門における活動状況について

の報告を受けました。そのほか、計算書類承認、株主総会招集について検討いたしました。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率　－％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

代表取締役社長

商品開発グループ長
関根　雅之

1965年１月

６日生

1993年11月 当社入社

2006年４月 当社商品開発部長兼卸事業部長

2011年10月 当社商品開発グループ長兼商品開

発部長

2011年12月 当社取締役商品開発グループ長兼

商品開発部長

2016年４月 当社取締役社長兼商品開発グルー

プ長

2023年12月 当社代表取締役社長兼商品開発グ

ループ長(現任)
　

(注)３ 24,100

取締役会長 樽見　茂
1963年５月

27日生

1987年１月 有限会社篠崎屋食品(現当社)設立

 代表取締役社長

2016年４月 当社代表取締役

2016年12月 当社代表取締役会長

2023年12月 当社取締役会長(現任)

　

(注)３ 3,029,900

取締役

管理グループ長兼経営企画部長兼Ｉ

Ｒ室長

矢立　実
1964年１月

16日生

2000年９月 当社入社

 当社取締役営業本部長

2008年６月 当社取締役営業本部長兼小売事業

部長

2009年８月 当社取締役営業本部長兼外食事業

部長

2010年10月 当社取締役営業本部長兼第二営業

部長

2011年10月 当社取締役営業グループ長兼外販

営業部長

2013年12月 当社取締役管理グループ長

2014年２月

 

当社取締役管理グループ長兼

経営企画部長兼ＩＲ室長(現任)
　

(注)３ 30,000

取締役 永田　淳一
1964年３月

11日生

1987年４月 山種証券株式会社入社

（現：ＳＭＢＣ日興証券株式会

社）

1994年４月 株式会社セブン-イレブン・ジャ

パン入社

2007年１月 株式会社バリュークリエイション

設立

代表取締役社長(現任)

2015年12月 当社取締役(現任)
　

(注)１、３ －

監査役(常勤) 沼嵜　昭宏
1963年４月

26日生

1987年４月 和光証券株式会社入社

（現：みずほ証券株式会社）

2004年６月 当社入社

2004年12月 当社経営企画部長兼ＩＲ室長

2012年12月 当社経営企画部長兼内部監査部長

兼ＩＲ室長

2014年２月 当社監査役(現任)

　

(注)４ 10,000

監査役 為我井　道隆
1954年２月

15日生

1981年４月　為我井税務会計事務所入所

1992年３月　税理士登録

2000年12月　当社監査役(現任)

2007年１月　為我井税務会計事務所所長(現任)

(注)２、５ 7,000

監査役 津上　正雄
1961年10月

24日生

1982年９月　片岡甲子夫税理士事務所入所

2000年12月　有限会社アセナ設立

　　　　　　代表取締役

2003年４月　入江工研株式会社

　　　　　　執行役員経理部長(現任)

2023年12月　当社監査役(現任)

(注)２、５ －

計 3,101,000

 
(注)１．取締役永田淳一は、社外取締役であります。

２．監査役為我井道隆及び津上正雄は、社外監査役であります。
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３．取締役の任期は2023年12月20日の定時株主総会から２年間であります。

４．監査役の任期は2024年12月18日の定時株主総会から４年間であります。

５．監査役の任期は2023年12月20日の定時株主総会から４年間であります。

６．当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１

名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴  所有株式数(株）

吉崎　元昭 1954年１月15日生

1976年４月　株式会社升喜入社

2014年４月　峰乃白梅酒造株式会社入社

営業部長

500

７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２

名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴  所有株式数(株）

平尾　広光 1965年11月３日生

2001年１月　当社入社

2003年８月　当社松伏工場長

2007年３月　当社水海道工場マネージャー

2009年８月　当社技術開発部長

2016年４月　当社商品開発グループ技術開発長(現任)

15,000

小河原　健 1970年９月９日生

1994年４月　株式会社サンワ入社

1999年３月　株式会社ホットランド入社

2001年８月　当社入社

2008年４月　株式会社Ｋ・ＨＯＵＳＥ設立

代表取締役社長（現任）

2010年５月　有限会社共栄社

代表取締役会長（現任）

2013年３月　株式会社Ｋ・ＨＯＵＳＥ　ＪＡＰＡＮ

取締役（現任）

3,500

 
 

②　社外役員の状況

　当社は、社外取締役１名、社外監査役２名を選任しております。

　社外取締役の永田淳一氏は、主に食品流通業界に関する幅広い知識と経営者としての豊富な経験等をもって、

取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。当社との人的関係、資本的関係又

は取引関係その他特別な利害関係はありません。

　社外監査役の為我井道隆氏は、主に税理士としての専門的見地から、的確な経営監視を実行しております。当

社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

　社外監査役の津上正雄氏は、長年、経理・総務部門の業務に従事し企業会計、経営管理に携わっており、会社

経営全般について十分な見識とその経験から、的確な経営監視を実行しております。当社との人的関係、資本的

関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。

　社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「①　役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであ

ります。

　当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは

ありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員

としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。社外取締役及び社外監査

役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反が生じ

る恐れがなく、独立性を有するため選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部

統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において内部統制及び会計監査の状況など、重要事項の報告を受けることにより情報

を共有し、必要に応じて都度、発言を行っております。

　社外監査役は、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部

監査部との連携の下、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。ま

た、その体制を円滑に進行させるため、常勤監査役が内部監査部と密に連携することで社内各部門からの十分な

情報収集を行っております。これらを通して社外監査役の独立した活動を支援しております。
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（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

　当社の監査役会は３名のうち２名が社外監査役であり、それぞれ専門性があり、当社の経営をその専門的知識

や経験から監視、監査できる人材を選任しております。

　各監査役は、取締役会出席に加え、その他重要会議への出席、取締役からの聴取、稟議書・重要書類の監査等

を通じて、取締役の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。なお、定例の監査役

会において、相互の職務状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。内部監査部

及び会計監査人とは、必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効

率性の向上を遂行しております。

　なお、常勤監査役の沼嵜昭宏氏は、長年、経営企画部門に在籍しており、企業会計・財務等に関する豊富な専

門的知見を有しております。また社外監査役の為我井道隆氏は、税理士の資格を有しており、津上正雄氏は、長

年、経理・総務部門の業務に従事し企業会計、経営管理に携わっており、会社経営全般について十分な見識とそ

の経験を有しております。

　当事業年度における当社は監査役会を月１回程度開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとお

りであります。

氏名 開催回数 出席回数

沼嵜　昭宏 17回 17回

為我井　道隆 17回 16回

津上　正雄 17回 17回

　監査役会における具体的な検討内容は、年間の監査方針及び実施計画の作成、決算書類等の監査、監査報告書

の作成、会計監査人の選解任・不再任、会計監査人報酬の同意、定時株主総会への付議議案の監査、会計監査人

の監査方法及び結果の相当性等であります。

　また、常勤監査役の活動として、毎月の経営会議や社内の重要な会議に参加することに加えて、随時、各部門

責任者とのコミュニケーションを図っており、社内の情報の収集及び非常勤監査役との情報の共有に努めており

ます。

 

②　内部監査の状況

当社の内部監査体制は、代表取締役直属の「内部監査部」（１名）を設置し、法令遵守、内部統制の有効性と効

率性、財務内容の適正開示、リスクマネジメントの検証等について、各部門などの監査を実施し、チェック・指

導する体制をとっております。監査結果につきましては、内部監査部門が代表取締役に報告する体制となってお

り、同時に監査役及び関係部署にも報告しており、内部監査部門が適宜取締役会並びに監査役会へ報告を行う体

制としております。また、財務報告に係る内部統制監査を担当部門と協議、連携の上実行するほか、監査役会及

び会計監査人と必要の都度、相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の

向上を行っております。

 

③　会計監査の状況

ａ．監査法人の名称

　監査法人アヴァンティア

 

ｂ．継続監査期間

　17年

 

ｃ．業務を執行した公認会計士

　相馬　裕晃

　宮澤　勇貴
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ｄ．監査業務に係る補助者の構成

　公認会計士　　　　　　　３名

　公認会計士試験合格者　　２名

　その他　　　　　　　　　４名

 

ｅ．監査法人の選定方針と理由

　監査法人の選定方針は特に定めてはおりませんが、監査法人としての独立性、品質管理体制及び専門性を備

えており、当社の事業内容への理解度等を勘案した結果、監査法人アヴァンティアを会計監査人として選定し

ております。

 

ｆ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

　監査役及び監査役会は、会計監査人から期初に監査計画の説明を受け、期中における半期毎の事業所往査に

立ち会うとともに、その結果について監査役会にて報告がなされる等、会計監査人と緊密な連携を図ってお

り、監査法人アヴァンティアによる会計監査が適正に行われていると評価しております。

 

④　監査報酬の内容等

ａ．監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

21,000 － 21,000 －

 

ｂ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（a．を除く）

　該当事項はありません。

 

ｃ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

 

ｄ．監査報酬の決定方針

　当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針はありませんが、監査日数、人員数、規模及び内容等

を勘案して決定しております。

 

ｅ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切

であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行ってお

ります。
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（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議して

おります。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定さ

れた報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うも

のであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

ａ．基本方針

　当社の取締役の報酬は、株主総会の決議による取締役の報酬限度額内で、固定報酬としての基本報酬のみを

支払うこととする。

ｂ．基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

　当社の取締役（社外取締役を除く）の基本報酬は、月例の固定報酬とし、職責及び経営への貢献度に応じた

報酬と役職に応じた報酬、また、会社の業績や各取締役の成果に連動して算定する報酬とを組み合わせて総合

的に勘案して決定するものとする。社外取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、経営環境及び経済情勢等

を総合的に勘案して決定するものとする。

ｃ．金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の

決定に関する方針

　取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬を100％とする。

ｄ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるも

のとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定とする。

ｅ．監査役（社外監査役含む）の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、固定報酬として

の基本報酬のみとする。

ｆ．株主総会における報酬等の決議内容

　2003年12月18日開催の第17期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額20,000千円以内（定款で定

める取締役の員数は７名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は４名。）、監査役の報酬限度額は月額

3,000千円以内（定款で定める監査役の員数は４名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は３名。）と決

議いただいております。

 

　また、役員持株会を設け、役員の自社株式購入を奨励しております。これらの施策によって企業業績への役員

の責任を明確化するとともに、業績向上への貢献を促進しております。

 

②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数
（人）固定報酬

業績連動報
酬

退職慰労金
左記のうち、
非金銭報酬等

取締役

（社外取締役を除く）
48,559 48,559 － － － 3

監査役

（社外監査役を除く）
7,200 7,200 － － － 1

社外役員 3,840 3,840 － － － 3

 

③　役員ごとの報酬等の総額等

　報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④　使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

　該当事項はありません。

 

（５）【株式の保有状況】

　該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について
　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号）に基づい

て作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2024年10月１日から2025年９月30日ま

で）の財務諸表について、監査法人アヴァンティアによる監査を受けております。

 

３．連結財務諸表について
 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務

会計基準機構へ加入しております。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 518,524 609,657

売掛金及び契約資産 56,817 62,905

商品及び製品 38,110 46,715

原材料及び貯蔵品 2,838 2,757

前払費用 19,966 22,276

その他 47,146 46,181

貸倒引当金 △40 △40

流動資産合計 683,364 790,454

固定資産   

有形固定資産   

建物 459,488 471,231

減価償却累計額 △438,470 △442,004

建物（純額） 21,017 29,227

構築物 59,386 59,386

減価償却累計額 △56,566 △57,130

構築物（純額） 2,820 2,256

機械及び装置 6,162 6,162

減価償却累計額 △4,754 △5,244

機械及び装置（純額） 1,408 918

車両運搬具 8,672 8,672

減価償却累計額 △8,566 △8,672

車両運搬具（純額） 105 0

工具、器具及び備品 152,909 154,621

減価償却累計額 △147,403 △144,800

工具、器具及び備品（純額） 5,506 9,820

土地 ※ 189,970 ※ 189,970

有形固定資産合計 220,829 232,193

無形固定資産   

ソフトウエア 2,689 1,931

電話加入権 439 439

無形固定資産合計 3,129 2,370

投資その他の資産   

出資金 243 243

破産更生債権等 186 -

敷金及び保証金 104,958 104,538

長期未収入金 272,658 235,050

その他 0 0

貸倒引当金 △287 △90

投資その他の資産合計 377,758 339,741

固定資産合計 601,717 574,305

資産合計 1,285,082 1,364,760
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(2024年９月30日)
当事業年度

(2025年９月30日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 172,616 187,584

未払金 40,917 63,291

未払費用 35,209 37,103

未払法人税等 19,942 20,277

預り金 3,024 3,093

流動負債合計 271,710 311,350

固定負債   

長期預り保証金 2,700 4,700

固定負債合計 2,700 4,700

負債合計 274,410 316,050

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金   

資本準備金 120,340 120,340

その他資本剰余金 106 -

資本剰余金合計 120,446 120,340

利益剰余金   

利益準備金 17,094 17,094

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △85,974 △88,725

利益剰余金合計 △68,879 △71,630

自己株式 △40,896 -

株主資本合計 1,010,671 1,048,709

純資産合計 1,010,671 1,048,709

負債純資産合計 1,285,082 1,364,760
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②【損益計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当事業年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

売上高 ※１ 2,785,774 ※１ 2,940,221

売上原価   

商品及び製品期首棚卸高 31,734 38,110

当期製品製造原価 268,907 249,934

当期商品仕入高 1,734,007 1,803,362

合計 2,034,649 2,091,407

他勘定振替高 ※２ 94 ※２ 21

商品及び製品期末棚卸高 38,110 46,715

売上原価合計 1,996,443 2,044,670

売上総利益 789,330 895,551

販売費及び一般管理費 ※３ 798,679 ※３ 836,461

営業利益又は営業損失（△） △9,349 59,089

営業外収益   

受取利息 4,222 4,625

受取賃貸料 9,582 9,822

その他 20 476

営業外収益合計 13,824 14,923

営業外費用   

支払利息 56 -

賃貸費用 9,411 9,721

その他 1,063 0

営業外費用合計 10,531 9,721

経常利益又は経常損失（△） △6,056 64,291

特別利益   

固定資産売却益 ※４ 29 -

特別利益合計 29 -

特別損失   

固定資産除却損 ※５ 218 ※５ 942

減損損失 ※６ 5,247 ※６ 12,205

店舗閉鎖損失 3,906 2

特別損失合計 9,372 13,149

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △15,398 51,142

法人税、住民税及び事業税 12,976 13,101

法人税等合計 12,976 13,101

当期純利益又は当期純損失（△） △28,375 38,040
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

（自 2023年10月１日
至 2024年９月30日）

当事業年度
（自 2024年10月１日
至 2025年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ 材料費  204,664 76.1 193,101 77.3

Ⅱ 労務費  44,225 16.5 38,842 15.5

Ⅲ 経費 ※ 20,018 7.4 17,989 7.2

当期総製造費用  268,907 100.0 249,934 100.0

当期製品製造原価  268,907  249,934  

原価計算の方法

原価計算の方法は、単純総合原価計算であり、期中は予定原価を用い、原価差額は期末において製品、売上原価等

に配賦しております。

 

（注）※　主な内訳は次のとおりであります。

項目
前事業年度

（自 2023年10月１日
至 2024年９月30日）

当事業年度
（自 2024年10月１日
至 2025年９月30日）

運賃 6,182千円 6,217千円

地代家賃 3,813 3,854
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

 
繰越利益剰余
金

当期首残高 1,000,000 120,340 106 120,446 17,094 △57,598 △40,503

当期変動額        

自己株式の取得        

自己株式の消却        

利益剰余金から
資本剰余金への
振替

       

当期純損失（△）      △28,375 △28,375

当期変動額合計 - - - - - △28,375 △28,375

当期末残高 1,000,000 120,340 106 120,446 17,094 △85,974 △68,879

 

   

 株主資本

純資産合計
 自己株式 株主資本合計

当期首残高 △40,896 1,039,046 1,039,046

当期変動額    

自己株式の取得    

自己株式の消却    

利益剰余金から
資本剰余金への
振替

   

当期純損失（△）  △28,375 △28,375

当期変動額合計 - △28,375 △28,375

当期末残高 △40,896 1,010,671 1,010,671
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当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金
その他資本剰
余金

資本剰余金合
計

利益準備金

その他利益剰
余金

利益剰余金合
計

 
繰越利益剰余
金

当期首残高 1,000,000 120,340 106 120,446 17,094 △85,974 △68,879

当期変動額        

自己株式の取得        

自己株式の消却   △40,897 △40,897    

利益剰余金から
資本剰余金への
振替

  40,791 40,791  △40,791 △40,791

当期純利益      38,040 38,040

当期変動額合計 - - △106 △106 - △2,751 △2,751

当期末残高 1,000,000 120,340 - 120,340 17,094 △88,725 △71,630

 

   

 株主資本

純資産合計
 自己株式 株主資本合計

当期首残高 △40,896 1,010,671 1,010,671

当期変動額    

自己株式の取得 △1 △1 △1

自己株式の消却 40,897   

利益剰余金から
資本剰余金への
振替

   

当期純利益  38,040 38,040

当期変動額合計 40,896 38,038 38,038

当期末残高 - 1,048,709 1,048,709
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日)

当事業年度
(自　2024年10月１日
　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △15,398 51,142

減価償却費及びその他の償却費 9,497 9,977

減損損失 5,247 12,205

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 △197

受取利息及び受取配当金 △4,222 △4,625

支払利息 56 -

為替差損益（△は益） 3 △0

固定資産売却損益（△は益） △29 -

固定資産除却損 218 367

店舗閉鎖損失 3,906 2

売上債権の増減額（△は増加） 9,728 △5,901

棚卸資産の増減額（△は増加） △6,049 △8,524

仕入債務の増減額（△は減少） △64,748 14,967

未払金の増減額（△は減少） △28,379 3,858

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,567 8,227

その他 △6,272 2,617

小計 △108,018 84,116

利息及び配当金の受取額 4,222 4,625

利息の支払額 △49 -

法人税等の支払額 △14,035 △13,101

営業活動によるキャッシュ・フロー △117,881 75,640

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △10,205 △22,534

有形固定資産の売却による収入 30 -

無形固定資産の取得による支出 △319 -

敷金及び保証金の差入による支出 △433 △15

敷金及び保証金の回収による収入 2,000 435

長期未収入金の回収による収入 37,608 37,608

リース債権の回収による収入 0 -

投資活動によるキャッシュ・フロー 28,680 15,493

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 - △1

長期借入金の返済による支出 △18,750 -

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,750 △1

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △107,954 91,132

現金及び現金同等物の期首残高 626,478 518,524

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 518,524 ※ 609,657

 

EDINET提出書類

株式会社　篠崎屋(E00515)

有価証券報告書

35/62



【注記事項】

（重要な会計方針）

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法

　主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(１)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）及び2016年４月１日以降に取得し

た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物 ３年～38年

工具、器具及び備品 ３年～10年

(２)無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

　なお、自社利用のソフトウエアの償却期間については社内における利用可能期間（５年）によっておりま

す。

(３)リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年９月30日以前のリース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

３．引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足

する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（１）小売事業

　主に小売事業における商品等の販売によるものであり、これら商品等の販売は、顧客に商品等を引き渡し

た時点で収益を認識しております。

　なお、商品等の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る対価

の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。

　また、対価は商品等を引き渡したと同時又はクレジット会社等が別途定める支払条件により通常は１～

２ヶ月以内に支払いを受けており、重要な金融要素の調整は行っておりません。

（２）その他事業

　主に加盟店等への商品等の販売を行っており、商品等に対する支配が顧客に移転した時点で履行義務が充

足し収益を認識しております。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取

扱いを適用し、出荷時から当該商品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に

は、出荷時に収益を認識しております。

　また、履行義務を充足してから対価を受領するまでの期間は、通常は１～２ヶ月以内であるため、当該顧

客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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（重要な会計上の見積り）

固定資産の減損

　(１)当事業年度の財務諸表に計上した金額

減損損失　12,205千円

　(２)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　当社は、減損の兆候を判定するにあたっては、営業店舗及び本社等の共有資産に分類し、それぞれにおいて独

立したキャッシュ・フローを生成する最小単位にグルーピングしております。

　当事業年度において、営業損益が継続してマイナスであり、今後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗に

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。な

お、営業店舗の回収可能価額は、今後の営業活動から生じるキャッシュ・フローがマイナスになると見込まれ、

かつ、正味売却価額の見積りが困難であることから、備忘価額で評価しております。これらの見積り及び仮定に

変更が生じた場合、翌事業年度以降の財務諸表において追加の減損損失が発生する可能性があります。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日）

 

１．概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取り組みの一環として、借手の全

てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏ま

えた検討が行われ、基本的な方針として、ＩＦＲＳ第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、ＩＦＲ

Ｓ第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高

く、かつ、ＩＦＲＳ第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース

会計基準等が公表されました。 借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、ＩＦＲＳ

第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全

てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モ

デルが適用されます。

２．適用予定日

　2028年９月期の期首より適用予定であります。

３．当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。

 

（表示方法の変更）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

該当事項はありません。
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（貸借対照表関係）

※　有形固定資産には以下の遊休固定資産が含まれております。

 
前事業年度

（2024年９月30日）
当事業年度

（2025年９月30日）

土地 17,276千円 17,276千円

 

（損益計算書関係）

※１．顧客との契約から生じる収益

　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客と

の契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を分解

した情報」に記載しております。

 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

販売費及び一般管理費 94千円 21千円

計 94 21

 

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度75.7％、当事業年度76.2％、一般管理費に属する費用のお

およその割合は前事業年度24.3％、当事業年度23.8％であります。

　販売費及び一般管理費の主なもの

 
　前事業年度

（自　2023年10月１日
　　至　2024年９月30日）

　当事業年度
（自　2024年10月１日
　　至　2025年９月30日）

雑給 235,324千円 243,194千円

地代家賃 194,992 198,213

給料手当 70,297 89,873

減価償却費 5,232 5,254

 

※４．固定資産売却益の内容

 
前事業年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

工具、器具及び備品 29千円 －千円

計 29 －

 

※５．固定資産除却損の内容

 
前事業年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

建物 0千円 342千円

車両運搬具 218 －

工具、器具及び備品 - 599

計 218 942
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※６．減損損失

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

場所 主な用途 種類 減損損失（千円）

営業店舗 小売事業用店舗 建物、工具、器具及び備品 5,247

　当社は、減損の兆候を判定するにあたっては、営業店舗及び本社等の共用資産に分類し、それぞれにおいて独

立したキャッシュ・フローを生成する最小単位にグルーピングしております。

　当事業年度において、営業損益が継続してマイナスであり、今後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗に

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その

内訳は、建物4,856千円、工具、器具及び備品390千円であります。

　なお、営業店舗の回収可能価額は、今後の営業活動から生じるキャッシュ・フローがマイナスになると見込ま

れ、かつ、正味売却価額の見積りが困難であることから、備忘価額で評価しております。

 

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

場所 主な用途 種類 減損損失（千円）

営業店舗 小売事業用店舗 建物、工具、器具及び備品 12,205

　当社は、減損の兆候を判定するにあたっては、営業店舗及び本社等の共用資産に分類し、それぞれにおいて独

立したキャッシュ・フローを生成する最小単位にグルーピングしております。

　当事業年度において、営業損益が継続してマイナスであり、今後も収益改善の可能性が低いと判断した店舗に

ついて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その

内訳は、建物10,163千円、工具、器具及び備品2,041千円であります。

　なお、営業店舗の回収可能価額は、今後の営業活動から生じるキャッシュ・フローがマイナスになると見込ま

れ、かつ、正味売却価額の見積りが困難であることから、備忘価額で評価しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首

株式数（株）

当事業年度

増加株式数（株）

当事業年度

減少株式数（株）

当事業年度末

株式数（株）

発行済株式数     

普通株式 14,436,600 － － 14,436,600

合計 14,436,600 － － 14,436,600

自己株式     

普通株式 278,800 － － 278,800

合計 278,800 － － 278,800

 

２．配当に関する事項

（１）配当支払額

該当事項はありません。

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首

株式数（株）

当事業年度

増加株式数（株）

当事業年度

減少株式数（株）

当事業年度末

株式数（株）

発行済株式数     

普通株式（注）１. 14,436,600 － 278,820 14,157,780

合計 14,436,600 － 278,820 14,157,780

自己株式    －

普通株式（注）２．３. 278,800 20 278,820 －

合計 278,800 20 278,820 －

（注）１.普通株式の発行済株式総数の減少278,820株は、自己株式の消却によるものであります。

２.普通株式の自己株式の増加20株は単元未満株式の買取による増加であります。

３.普通株式の自己株式の減少278,820株は自己株式の消却によるものであります。

２．配当に関する事項

（１）配当支払額

該当事項はありません。

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

現金及び預金勘定 518,524千円 609,657千円

現金及び現金同等物 518,524 609,657
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（リース取引関係）

１．ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、2008年９月30日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

　製造設備（機械及び装置）について、所有権移転外ファイナンス・リース契約を締結しておりますが、同条

件により製造委託先へ転貸しているため、該当事項はありません。

 

(2）未経過リース料期末残高相当額等

　該当事項はありません。

 

(3）支払リース料及び受取リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

　該当事項はありません。

 

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

 

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。

 

２．転リース

転リース取引に該当し、かつ利息相当額控除前の金額で貸借対照表に計上している額

（単位：千円）

 
前事業年度

（2024年９月30日）
当事業年度

（2025年９月30日）

リース債権 0 0
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社は、資金運用については短期的な預金等及び安全性の高い金融商品等に限定し、また、資金については

必要な都度、主に金融機関から調達する方針であります。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　営業債権である売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当

社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。なお、営業債権は、そのほ

とんどが１ヶ月以内の入金期日であります。

　敷金及び保証金は、主に店舗等の賃貸借契約に伴うものであり、契約先の信用リスクに晒されております。

当該リスクに関しては、契約締結前に対象物件の権利関係等の確認を行っております。

　長期未収入金は、契約先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、期日管理及び残高管理

を行っております。

　リース債権は、製造設備の転リース取引に伴うものであり、製造委託先の信用リスクに晒されております。

当該リスクに関しては、定期的に製造委託先の財務状況等を把握しております。

　営業債務である買掛金、未払金及び未払法人税等は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

　また、営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では、月次に資金繰り計画を作成するなどの

方法により管理しております。

 

(3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することによ

り、当該価額が変動することもあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 

前事業年度（2024年９月30日）

 
貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

長期未収入金 272,658 261,107 △11,550

　資産計 272,658 261,107 △11,550

 

当事業年度（2025年９月30日）

 
貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

長期未収入金 235,050 222,101 △12,948

　資産計 235,050 222,101 △12,948

 

（*1）　現金及び預金、売掛金及び契約資産、買掛金及び未払金については、現金であること、及び短期間で決済され

るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（*2）　以下の金融商品は、市場価格がなく、かつ、契約等において退去日が確定していないため将来キャッシュ・フ

ローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とし

ておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
 

区分 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

敷金及び保証金 104,958 104,538
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（注）１．金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 518,524 － － －

売掛金及び契約資産 56,817 － － －

長期未収入金 － 150,432 122,226 －

合計 575,341 150,432 122,226 －

 

当事業年度（2025年９月30日）

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 609,657 － － －

売掛金及び契約資産 62,905 － － －

長期未収入金 － 150,432 84,618 －

合計 672,562 150,432 84,618 －

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場における同一の資産又は負債

の相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の直接又は間

接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属

するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

前事業年度（2024年９月30日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（2025年９月30日）

該当事項はありません。
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(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

前事業年度（2024年９月30日）

 

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期未収入金 － 261,107 － 261,107

　資産計 － 261,107 － 261,107

 

当事業年度（2025年９月30日）

 

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期未収入金 － 222,101 － 222,101

　資産計 － 222,101 － 222,101

 

 

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

長期未収入金

　回収可能見込み額等に基づき、償還予定時期ごとに分類し、国債の利回り等で割り引いた現在価値により算出

しており、レベル２の時価に分類しております。

 

 

（有価証券関係）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2024年９月30日）
 

当事業年度
（2025年９月30日）

繰延税金資産    

貸倒引当金 213,566千円 195,260千円

投資有価証券評価損 137,360  137,294

減損損失 37,216  35,457

税務上の繰越欠損金（注） 94,953  78,806

その他 1,988  2,090

繰延税金資産小計 485,085  448,909

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △94,953  △78,806

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △390,132  △370,103

評価性引当額小計 △485,085  △448,909

繰延税金資産合計 －  －

 

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度（2024年９月30日）

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越

欠損金(※)
21,721 － 27,931 － 7,234 38,066 94,953

評価性引当額 △21,721 － △27,931 － △7,234 △38,066 △94,953

繰延税金資産 － － － － － － －

 
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

当事業年度（2025年９月30日）

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

２年超

３年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越

欠損金(※)
－ 28,758 － 7,448 － 42,599 78,806

評価性引当額 － △28,758 － △7,448 － △42,599 △78,806

繰延税金資産 － － － － － － －

 
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2024年９月30日）
 

当事業年度
（2025年９月30日）

法定実効税率 －％  30.4％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 －  0.1

住民税均等割 －  25.4

評価性引当額の増減額 －  △70.7

税務上の繰越欠損金の期限切れ －  42.5

その他 －  △1.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 －  25.6

　　（注）前事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
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　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したことに伴

い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。こ

れに伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産につ

いては、法定実効税率を30.4％から31.3％に変更し計算しています。この変更による影響は軽微であります。

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

　当社は、本社機構及び店舗の不動産賃貸借契約に基づき、退去時の原状回復に係る債務等を有しておりますが、

当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点において退去等も予定されていないことから、資産

除去債務を合理的に見積もることができず、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

 

（賃貸等不動産関係）

当社は、栃木県その他の地域において、賃貸用土地建物等を有しております。

賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

貸借対照表計上額   

 期首残高 189,970 189,970

 期中増減額 － －

 期末残高 189,970 189,970

期末時価 142,203 142,203

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２．期末の時価は、「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額であります。

３．期末の当該賃貸不動産に関する賃貸損益は100千円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計

上）であります。

 

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「注記事項（重要な会計方針）４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末

において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

 

(1）契約資産及び契約負債の残高等

該当事項はありません。

 

(2）残存履行義務に配分した取引価格

　当社においては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約

から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、「三代目茂蔵」直営店による小売事業を中心に事業活動を展開しております。従いまして、当社は、

「小売事業」及び「その他事業」の２区分を報告セグメントとしております。なお、「その他事業」は、小売加盟

店及び業務用得意先への卸売事業並びに通販事業であります。

 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントごとの会計処理の方法は、財務諸表作成において採用している会計処理の方法と

概ね同一であります。また、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

    （単位：千円）

 報告セグメント 調整額
（注）１

財務諸表
計上額
（注）２ 小売事業 その他事業 計

売上高      

顧客との契約から生じる収益 2,472,530 313,244 2,785,774 － 2,785,774

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 2,472,530 313,244 2,785,774 － 2,785,774

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 2,472,530 313,244 2,785,774 － 2,785,774

セグメント損益 129,688 16,206 145,895 △155,244 △9,349

セグメント資産 362,108 74,891 437,000 848,081 1,285,082

その他の項目      

減価償却費 6,590 756 7,347 2,150 9,497

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 6,220 － 6,220 1,985 8,206

（注）１．調整額の内容は、以下のとおりであります。

(1) セグメント損益の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社費用であります。全社費用は報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社資産であります。全社資産は主に報

告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに管理部門に係る資産等であります。

(3) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門等に係る資産の増加額であります。

２．セグメント損益は損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

    （単位：千円）

 報告セグメント 調整額
（注）１

財務諸表
計上額
（注）２ 小売事業 その他事業 計

売上高      

顧客との契約から生じる収益 2,611,268 328,952 2,940,221 － 2,940,221

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 2,611,268 328,952 2,940,221 － 2,940,221

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － －

計 2,611,268 328,952 2,940,221 － 2,940,221

セグメント損益 196,210 17,985 214,195 △155,105 59,089

セグメント資産 388,063 75,465 463,528 901,231 1,364,760

その他の項目      

減価償却費 7,336 825 8,161 1,815 9,977

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 32,846 － 32,846 308 33,154

（注）１．調整額の内容は、以下のとおりであります。

(1) セグメント損益の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社費用であります。全社費用は報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社資産であります。全社資産は主に報

告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに管理部門に係る資産等であります。

(3) 減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門等に係る資産の増加額であります。

２．セグメント損益は損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

【関連情報】

前事業年度（自 2023年10月１日 至 2024年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(１)　売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

(２)　有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　損益計算書の売上高に占める割合が10％を超える顧客がないため、記載を省略しております。

 

当事業年度（自 2024年10月１日 至 2025年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(１)　売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。

 

(２)　有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
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３．主要な顧客ごとの情報

　損益計算書の売上高に占める割合が10％を超える顧客がないため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

   （単位：千円）

 小売事業 その他事業 全社・消去 合計

減損損失 5,247 － － 5,247

 

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

   （単位：千円）

 小売事業 その他事業 全社・消去 合計

減損損失 12,205 － － 12,205

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

 

【関連当事者情報】

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

 
１株当たり純資産額 71.39円

１株当たり当期純損失（△） △2.00円
　

 
１株当たり純資産額 74.07円

１株当たり当期純利益 2.69円
　

（注）１．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失金額であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日
至　2025年９月30日）

当期純利益及び当期純損失（△）(千円) △28,375 38,040

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）(千円)
△28,375 38,040

　期中平均株式数(株) 14,157,800 14,157,782
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（重要な後発事象）

資本金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分

　当社は、2025年11月14日開催の取締役会において、資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余

金の処分について2025年12月16日開催予定の第39期定時株主総会に付議することを決議いたしました。

 

（1）減資の目的

 現在生じている繰越利益剰余金の欠損を解消し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性お

よび機動性を確保することを目的として、会社法第447条第１項および第448条第１項の規定にもとづき、資本金お

よび利益準備金を減少したうえで、会社法第452条の規定にもとづき、剰余金の処分を行なうものであります。

 

（２）資本金の額の減少の要領

①　減少する資本金の額

　　資本金の額1,000,000,000円のうち、900,000,000円を減少し、100,000,000円といたします。

②　減資の方法

　　払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額を

　その他資本剰余金へ振り替えることといたします。

 

（３）利益準備金の額の減少の要領

①　減少する利益準備金の額

　　利益準備金額の17,094,346円の全額を減少して0円とするものであります。

②　減資の方法

　　減少する利益準備金の額の全額を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

 

（４）剰余金の処分の内容

　資本金および利益準備金の額の減少の効力発生を条件として、その他資本剰余金900,000,000円のうち、

71,630,922円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補填に充当いたします。なお、振替後のその他資本

剰余金の額は828,369,078円となります。

 

（５）減資の日程

①　取締役会決議日　　　　　2025年11月14日

②　定時株主総会決議日　　　2025年12月16日(予定)

③　債権者異議申述公告日　　2025年12月23日(予定)

④　債権者異議申述最終期日　2026年1月24日(予定)

⑤　減資の効力発生日　　　　2026年1月26日(予定)
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⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 459,488 23,733
11,991

（10,163）
471,231 442,004 5,017 29,227

構築物 59,386 － － 59,386 57,130 564 2,256

機械及び装置 6,162 － － 6,162 5,244 490 918

車両運搬具 8,672 － － 8,672 8,672 105 0

工具、器具及び備品 152,909 9,220
7,509

（2,041）
154,621 144,800 2,841 9,820

土地 189,970 － － 189,970 － － 189,970

有形固定資産計 876,591 32,954
19,501

（12,205）
890,045 657,851 9,018 232,193

無形固定資産        

ソフトウエア 29,664 200 － 29,864 27,933 958 1,931

電話加入権 439 － － 439 － － 439

無形固定資産計 30,104 200 － 30,304 27,933 958 2,370

(注)１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 小売事業用店舗 既存店店内リニューアル工事一式 23,733 千円

工具、器具及び備品 小売事業用店舗 既存店店内リニューアル工事一式 8,767 千円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物 小売事業用店舗 既存店店内リニューアルに伴う既存設備除却 1,827 千円

工具、器具及び備品 小売事業用店舗 既存店舗の機器の除却 4,955 千円

３．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。
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【借入金等明細表】

 該当事項はありません

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 327 － 187 10 130

（注）　貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 10,089

預金  

当座預金 1,376

普通預金 597,002

別段預金 1,188

小計 599,567

合計 609,657

 

ロ．売掛金及び契約資産

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

株式会社東急ストア 15,299

山崎製パン株式会社 8,936

株式会社大菜 6,992

株式会社升喜 6,784

株式会社ＯＰＡ 6,173

その他 18,718

合計 62,905
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)

回収率(％) 滞留期間(日)

(A) (B) (C) (D)

 
(C)

×100
(A) ＋ (B)

　

 
 (A) ＋ (D) 

 ２  

 (B)  

 365  
　

56,817 895,962 889,874 62,905 93.4 24

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

ハ．商品及び製品

区分 金額(千円)

商品  

加工前食材・包材類 16,576

デザート・菓子類 11,812

たれ・調味料類 3,220

常温品 3,113

漬物・水物・乾麺 3,014

その他 8,128

小計 45,865

製品  

米飯 623

デザート・菓子類 142

惣菜 83

小計 849

合計 46,715

 

ニ．原材料及び貯蔵品

区分 金額(千円)

原材料  

食品原材料 1,517

パック・フィルム類 548

小計 2,066

貯蔵品  

店舗用備品 334

その他 356

小計 691

合計 2,757
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②　固定資産

イ．敷金及び保証金

区分 金額(千円)

店舗敷金 100,123

事務所敷金 4,415

合計 104,538

 

ロ．長期未収入金

相手先 金額(千円)

株式会社ハギワラ 235,050

その他 0

合計 235,050

 

③　流動負債

イ．買掛金

相手先 金額(千円)

株式会社ジェーフーズ 60,427

株式会社ハギワラ 56,762

株式会社高遠 21,512

株式会社鈴木物産 9,410

株式会社ミサワ食品 7,155

その他 32,316

合計 187,584
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（３）【その他】

当事業年度における半期情報等

 中間会計期間 当事業年度

売上高（千円） 1,523,398 2,940,221

税引前中間（当期）純利益（千円） 54,086 51,142

中間（当期）純利益（千円） 39,637 38,040

１株当たり中間（当期）純利益（円） 2.80 2.69
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 10月１日から９月30日まで

定時株主総会 事業年度末日から３ヶ月以内

基準日 ９月30日

剰余金の配当の基準日
３月31日

９月30日

１単元の株式数 100株

公告掲載方法

電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告によ

る公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。

なお、電子公告は当会社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは

次のとおりであります。

公告掲載URL　https://www.shinozakiya.com

株主に対する特典 該当事項はありません。

(注) 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使するこ

とができない旨定款に定めております。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による取得を請求する権利

(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　　　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第38期)　(自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)

2024年12月19日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2024年12月19日関東財務局長に提出

(3) 半期報告書及び確認書

事業年度　第39期中(自　2024年９月１日　至　2025年３月31日)

2025年５月７日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

2024年12月19日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2025年12月15日

株 式 会 社 篠 崎 屋

取　締　役　会　　御中

監査法人アヴァンティア

東京事務所

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士  相　馬　裕　晃

指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士  宮　澤　勇　貴

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社篠崎屋の2024年10月１日から2025年９月30日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について

監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

篠崎屋の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

小売事業売上高の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

【注記事項】(セグメント情報等)【セグメント情

報】に記載のとおり、当事業年度の小売事業におけ

る外部顧客への売上高は2,611,268千円であり、財務

諸表計上額の88.8％を占めている。

会社が営む小売事業においては、豆富をはじめと

した「健康」をテーマとした食品等の販売事業を

行っており、2025年９月30日現在、直営店舗を30店

出店している。

直営店舗における商品の販売取引はPOSレジに記録

され、POSデータ集配信システムによって各店舗の

POSレジより売上データが自動収集される。自動収集

された売上データからCSV形式で仕訳データが作成さ

れ、経理担当者が当該CSVファイルを会計システムへ

取り込むことで売上高が計上される。

このように、直営店舗における売上計上プロセス

は多くがITシステムの自動化処理に依存しており、

一部に手作業が介在している。

そのため、小売事業の売上高の金額的重要性から

業務処理統制が適切に整備・運用されていない場合

には適切な売上高が計上されず、財務諸表の重要な

虚偽表示となる可能性がある。

以上より、当監査法人は、会社の小売事業に係る

売上高の計上の適切性が監査上の主要な検討事項に

該当すると判断した。

 

当監査法人は、小売事業売上高の適切性を検討する

ため、主に以下の監査手続を実施した。

（１）内部統制の評価

　●当監査法人のIT専門家を関与させて、POSレジに

よる売上データの記録から、仕訳データの作成

に係る情報処理統制の整備及び運用状況を評価

した。

　●会社の販売プロセスについて、整備及び運用状

況を評価した。

（２）小売事業売上高の適切性の評価

　●当事業年度に計上された売上高から一定の条件

で抽出した取引について、POSデータ及び入金証

憑と照合した。また、インショップ店舗におけ

る売上高については、施設運営会社からの精算

書との照合も実施した。

　●当事業年度の直営事業における売上高計上仕訳

を精査し、CSVファイルの連携に基づかない、手

入力による仕訳の有無を確認した。手入力によ

る仕訳が検出された場合には、担当者へ仕訳の

詳細についてヒアリングを実施した。

 
 
その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者

の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報

告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意

を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付

意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将

来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事

象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

EDINET提出書類

株式会社　篠崎屋(E00515)

有価証券報告書

61/62



＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社篠崎屋の2025年９月30

日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社篠崎屋が2025年９月30日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制

報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係

る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を

入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係

る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて

合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用

される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内

部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監

査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別

した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につい

て報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業

務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(３)【監査の状況】に記載さ

れている。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

  

  

（注）１． 上記の監査報告書の原本は、当社（有価証券報告書提出会社）が財務諸表に

 添付する形で別途保管しております。

２． ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
 

EDINET提出書類

株式会社　篠崎屋(E00515)

有価証券報告書

62/62


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
	２サステナビリティに関する考え方及び取組
	３事業等のリスク
	４経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	５重要な契約等
	６研究開発活動

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②ライツプランの内容
	③その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）所有者別状況
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	（１）株主総会決議による取得の状況
	（２）取締役会決議による取得の状況
	（３）株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	（４）取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４コーポレート・ガバナンスの状況等
	（１）コーポレート・ガバナンスの概要
	（２）役員の状況
	（３）監査の状況
	（４）役員の報酬等
	（５）株式の保有状況


	第５経理の状況
	１財務諸表等
	（１）財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	製造原価明細書

	③株主資本等変動計算書
	④キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報
	関連情報
	報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
	報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
	報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
	関連当事者情報

	⑤附属明細表
	有形固定資産等明細表
	社債明細表
	借入金等明細表
	引当金明細表
	資産除去債務明細表


	（２）主な資産及び負債の内容
	（３）その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

